
○
文
部
科
学
省
告
示
第
七
十
七
号

学
校
教
育
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
二
年
文
部
省
令
第
十
一
号
）
第
百
五
十
四
条
第
五
号
の
規
定
に
基
づ
き
、
高
等

学
校
に
文
部
科
学
大
臣
が
定
め
る
年
数
以
上
在
学
し
た
者
に
準
ず
る
者
を
定
め
る
件
（
平
成
十
三
年
文
部
科
学
省
告
示

第
百
六
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日

文
部
科
学
大
臣

馳

浩

本
則
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

六

グ
レ
ー
ト
・
ブ
リ
テ
ン
及
び
北
部
ア
イ
ル
ラ
ン
ド
連
合
王
国
に
お
い
て
大
学
入
学
資
格
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

る
ジ
ェ
ネ
ラ
ル
・
サ
ー
テ
ィ
フ
ィ
ケ
ー
ト
・
オ
ブ
・
エ
デ
ュ
ケ
ー
シ
ョ
ン
・
ア
ド
バ
ン
ス
ト
・
レ
ベ
ル
資
格
を
有

す
る
者
で
、
十
七
歳
に
達
し
た
も
の

附

則

こ
の
告
示
は
、
平
成
二
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

別添５


